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会
派
の
構
成
人
数
に
よ
り
文
字
数
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。 

　

議
案
第　

号
、
座
間
市
都
市
公

３８

園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て
、
条
例
改
正
す
る
意
図

を
伺
い
ま
す
。
ま
た
、
多
様
な
管

理
運
営
手
法
を
検
討
し
、
適
切
な

手
法
を
導
入
す
る
と
の
こ
と
で
す

が
、
今
後
の
想
定
を
お
示
し
く
だ

さ
い
。
加
え
て
、
本
条
例
改
正
に

よ
る
管
理
運
営
上
の
責
任
に
つ
い

て
、
見
解
を
伺
い
ま
す
。さ
ら
に
、

公
園
施
設
の
設
置
及
び
管
理
の
使

用
料
が
、
１
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ

き
、
一
カ
月
２
４
４
円
と
の
こ
と

で
す
が
、
算
定
根
拠
を
お
示
し
く

だ
さ
い
。

　

都
市
部
長　

本
条
例
改
正
の
柱

の
一
つ
に
、都
市
公
園
に
お
い
て
、

公
園
管
理
者
で
あ
る
座
間
市
以
外

の
者
が
公
園
施
設
を
設
置
し
、
ま

た
は
管
理
す
る
場
合
の
使
用
料
を

定
め
、
公
園
管
理
者
以
外
の
者
に

よ
る
管
理
運
営
手
法
を
検
討
す
る

環
境
を
整
え
る
と
い
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
都
市
公
園
の
管
理
運
営

に
お
い
て
、
民
間
活
用
の
検
討
に

至
っ
た
経
緯
は
、
公
園
施
設
の
充

実
や
利
用
者
の
利
便
性
向
上
が
期

待
で
き
る
と
と
も
に
、
都
市
公
園

の
特
徴
に
応
じ
て
管
理
運
営
手
法

を
選
択
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
と

判
断
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
民
間
資
金
等
の

活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備

等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
よ
る

制
度
の
運
用
や
公
園
等
の
維
持
管

理
協
定
を
締
結
し
て
管
理
運
営
を

▽
５
月　

日　

開
会
、会
期
決
定
、

２８

会
議
録
署
名
議
員
指
名
、
議
案
上

程
・
提
案
説
明
・
質
疑
・
委
員
会

付
託
省
略
・
討
論
・
採
決
、
議
案

上
程
・
提
案
説
明
・
総
括
質
疑
・

委
員
会
付
託
、
陳
情
上
程
・
委
員

会
付
託
、
報
告
上
程
・
質
疑

▽
６
月
４
日　

一
般
質
問

▽
６
月
７
日　

一
般
質
問

▽
６
月
８
日　

一
般
質
問
、
議
案

上
程
・
提
案
説
明
・
質
疑
・
委
員

会
付
託

▽
６
月　

日　

委
員
会
審
査
報
告
・

２１

質
疑
・
討
論
・
採
決
、
継
続
審
査

案
件
上
程
、
議
案
上
程
・
提
案
説

明
・
質
疑
・
委
員
会
付
託
省
略
・

討
論
・
採
決
、
議
員
提
出
議
案
上

程
・
提
案
説
明
・
質
疑
・
委
員
会

付
託
省
略
・
討
論
・
採
決
、
議
員

提
出
議
案
上
程
・（
提
案
説
明
・
質

疑
・
委
員
会
付
託
・
討
論
）省
略
・

採
決
、
閉
会

　

な
お
、
質
疑
、
総
括
質
疑
、
討

論
は
、次
の
議
員
が
行
い
ま
し
た
。

議
案
第　

号
に
対
す
る
質
疑
（
５

３５

月　

日
）

２８

　

長
�
未
紗
（
会
派
に
属
さ
な
い

議
員
）、加
藤
学（
座
間
市
公
明
党
）、

守
谷
浩
一
（
日
本
共
産
党
）

総
括
質
疑
（
５
月　

日
）

２８

　

京
免
康
彦（
自
民
党
・
い
さ
ま
）、

加
藤
学
（
座
間
市
公
明
党
）
、

本本
会会
議議
のの
概概
要要

自
民
党
・
い
さ
ま
（
京
免　

康
彦 
議
員
）
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会
派
に
属
さ
な
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議
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（
安
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の
ぞ
み 
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員
）
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日
本
共
産
党
（
星
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美
子 
議
員
）

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

�
�
�
�
�
�
�
	
��
�
�
�
�
�
�
	

行
う
も
の
な
ど
、
先
進
的
な
自
治

体
の
事
例
も
参
考
に
検
討
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
公
園
管
理
者
以
外
が
管

理
運
営
す
る
場
合
の
責
任
の
所
在

に
つ
い
て
、
都
市
公
園
を
公
園
管

理
者
以
外
の
者
が
管
理
す
る
際
の
、

重
要
な
点
の
一
つ
に
責
任
の
明
確

化
が
あ
り
ま
す
。
各
手
法
の
導
入

に
当
た
っ
て
は
、
様
々
な
事
象
に

お
け
る
リ
ス
ク
分
担
の
明
確
化
を

図
っ
て
い
き
ま
す
。

　

最
後
に
、
使
用
料
の
算
定
根
拠

に
つ
い
て
、
使
用
料
は
設
置
ま
た

は
管
理
す
る
公
園
施
設
ご
と
の
分

類
は
行
わ
ず
、
許
可
の
対
象
と
な

る
公
園
施
設
が
使
用
す
る
面
積
分

を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

使
用
料
の
算
出
に
は
、
市
域
を
公

園
、
広
場
、
緑
地
、
緑
道
等
の
配

置
か
ら　

地
区
に
分
割
し
、
各
地

１１

区
の
代
表
的
な
都
市
公
園
の
固
定

資
産
税
評
価
額
を
平
均
し
、
座
間

市
行
政
財
産
の
用
途
又
は
目
的
を

妨
げ
な
い
限
度
に
お
け
る
使
用
に

係
る
使
用
料
に
関
す
る
条
例
第
２

条
で
定
め
ら
れ
た
計
算
方
法
に
準

じ
て
算
出
し
ま
し
た
。

　

令
和
３
年
度
座
間
市
一
般
会
計

補
正
予
算（
第
２
号
）に
つ
い
て
、

重
度
障
害
者
住
宅
改
良
費
補
助
事

業
費
の
増
額
措
置
は
当
初
の
申
請

見
込
み
４
件
を　

件
へ
増
や
し
た

１２

こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。
申
請
が

増
加
し
た
理
由
と
し
て
は
、
制
度

の
周
知
が
進
ん
だ
こ
と
や
高
齢
化

な
ど
の
様
々
な
要
因
が
考
え
ら
れ

ま
す
が
、
増
額
に
つ
い
て
の
現
状

分
析
と
今
後
の
傾
向
に
つ
い
て
伺

い
ま
す
。

　

福
祉
部
長　

重
度
障
害
者
住
宅

改
良
費
補
助
事
業
費
に
つ
い
て
、

当
初
予
算
で
は
４
件
の
申
請
を
見

込
ん
で
い
ま
し
た
が
、
令
和
２
年

度
末
か
ら
相
談
件
数
が
増
え
、
令

和
３
年
４
月
末
現
在
で
既
に
５
件

の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
。
申
請
が

増
加
傾
向
と
な
っ
た
理
由
と
し
て

は
、
様
々
な
要
因
が
考
え
ら
れ
ま

す
が
、
施
設
で
は
な
く
、
在
宅
で

の
生
活
を
希
望
さ
れ
る
重
度
障
が

い
者
が
増
え
た
こ
と
や
、
コ
ロ
ナ

禍
に
よ
り
障
が
い
者
本
人
だ
け
で

な
く
、
介
護
者
の
在
宅
時
間
が
増

え
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。
今
後
も
住
み

慣
れ
た
場
所
で
の
生
活
を
希
望
す

る
重
度
障
が
い
者
が
増
え
、
住
宅

改
良
費
補
助
の
申
請
は
増
加
す
る

も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

座
間
市
都
市
公
園
条
例
の
一
部

改
正
は
市
民
に
と
っ
て
ど
の
よ
う

な
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ

る
の
か
伺
い
ま
す
。

　

都
市
部
長　

市
が
対
応
で
き
な

い
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
補
い
、
適

切
な
管
理
運
営
が
さ
れ
る
こ
と
で
、

都
市
公
園
の
質
や
魅
力
の
向
上
が

期
待
で
き
ま
す
。デ
メ
リ
ッ
ト
は
、

駐
車
場
が
有
料
に
な
っ
た
場
合
が

例
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

【
再
質
疑
】　

公
園
駐
車
場
の

有
料
化
は
す
る
べ
き
で
な
い
と
考

え
ま
す
が
、
見
解
を
伺
い
ま
す
。

　

都
市
部
長　

現
時
点
で
駐
車
場

の
有
料
化
を
決
め
て
は
い
ま
せ
ん
。

　

市
民
部
長　

令
和
２
年
か
ら
申

請
数
、
交
付
数
と
も
に
増
加
し
て

い
ま
す
。
限
ら
れ
た
職
員
と
端
末

に
加
え
、
コ
ロ
ナ
対
策
を
行
い
な

が
ら
の
業
務
で
窓
口
が
混
雑
し
、

市
民
に
は
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け

し
て
い
る
と
と
も
に
、
職
員
に
も

大
き
な
負
担
が
生
じ
て
い
ま
す
。
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8月19日（木）議会運営委員会
 　26日（木）本会議（開会・提案説明）
 　27日（金）本会議（総括質疑）、予算決算常任委員会（本会議終了後）
9月  2 日（木）本会議（一般質問）
 　  3 日（金）本会議（一般質問）
 　  6 日（月）本会議（一般質問）
 　  8 日（水）予算決算常任委員会企画総務分科会・企画総務常任委員会
 　  9 日（木）予算決算常任委員会民生教育分科会・民生教育常任委員会
 　10日（金）予算決算常任委員会都市環境分科会・都市環境常任委員会
 　13日（月）予算決算常任委員会企画総務分科会・企画総務常任委員会
 　14日（火）予算決算常任委員会民生教育分科会・民生教育常任委員会
 　15日（水）予算決算常任委員会都市環境分科会・都市環境常任委員会
 　17日（金）予算決算常任委員会
 　21日（火）議会運営委員会
 　22日（水）議会運営委員会
 　27日（月）本会議（討論・採決・閉会）

●●令令和和33年年第第33回回定定例例会会のの開開催催予予定定●●

※会議は、午前9時に開会する予定です。


